
〇豊頃町おかえり助成金交付要綱 
令和 3 年 6 月 4 日 

告示第 16 号 
改正 令和 4 年 1 月 26 日告示第 5 号 

（目的） 
第１条 本町に U ターンする者を奨励し、定住促進を図るため、予算の範囲内で、豊頃

町補助金等交付規則（平成 12 年豊頃町規則第９号。以下「交付規則」という。）及び

この要綱により助成金を交付することを目的とする。 
（定義） 
第２条 この要綱において掲げる用語の意義は、各号に定めるところによる。 
（１）住民登録とは、住民基本台帳法(昭和 42 年法律第 81 号)に基づき住民基本台帳

に記録されていることをいう。 
（２）U ターン者とは、次に掲げるものをすべて満たす者をいう。 

ア 学校教育法(昭和 22 年法律第 26 号)に基づき町内に設置されている、若しく

は設置されていた小学校、または中学校に籍を有していた者 
イ 本町に住民登録されていた者で、転出後 1 年以上経過した後に転入し、再度

住民登録された者 
（３）新規学卒者とは、次に掲げるものをすべて満たす者をいう。 

ア 前号アに規定する者 
イ 本町に住民登録されている、またはされていた者で、申請しようとする前年

度に学校を卒業した者 
（４）町内事業所とは、町内で事業を行っており、かつ次に掲げるもののいずれかに

該当するものをいう。 
ア 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第２条第１項第１号の規定による会社であり、

かつ同法第４条の規定による住所が町内にある会社 
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48 号) 第２条

第１項第１号の規定による一般社団法人等であり、かつ同法第４条の規定によ

る住所が町内にある一般社団法人等 
ウ 農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の８の規定による住所が町

内にある農事組合法人 
エ 豊頃町農業協同組合 
オ 大津漁業協同組合 
カ 町内に住所がある個人事業主 
キ 町内に住所がある官公庁 

（交付対象者） 
第３条 助成金の交付を受けることができる者（以下、交付対象者という。）は、U タ

ーン者または新規学卒者であり、かつ次の各号に掲げるものすべて満たす者とする。 
（１）本町に定住する意思がある者。 
（２）助成金の交付申請年度の年度末において満 30 歳以下の者。 



（３）助成金を受けようとする期間において、町内事業所に就業しており、かつ本町

に住民登録されている者。 
（４）助成金を受けようとする対象事業の受給要件を満たす者。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者としない。 
（１）転勤により町内に転入することとなった者 
（２）日本国籍を有していない者 
（３）交付対象者の同一世帯員が町税、その他市町村に対する債務の履行を遅滞して

いる者 
（４）交付対象者または同一世帯員のいずれかが暴力団員による不当な行為の防止等

に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２条第６号に規定する暴力団員である

者 
（５）過去にこの要綱による助成金を受領している者 
（６）前各号に掲げる者のほか、町長が適当でないと認める者 

３ 町長が特に必要と認めるときは、前各項の規定によらないことができる。 
（実施事業及び助成金額） 
第４条 本事業において実施する事業の種類、内容、受給要件、助成金額及び申請期限

は別表１に掲げるとおりとし、予算の範囲内において助成するものとする。 
２ 助成金額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 
（助成期間及び基準日） 
第５条 別表１に掲げる事業において助成対象期間の定めがあるものの助成対象期間

は、毎年 4 月分から 9 月分まで(以下「上半期」という。)及び 10 月から翌年 3 月まで

(以下「下半期」という。)の 2 期とする。 
２ 上半期の基準日は 10 月 1 日とし、下半期の基準日は 4 月 1 日とする。 
（助成金の交付申請） 
第６条 助成金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、申請書（別

記様式第１号）に次に掲げるもののほか、別表２に掲げる書類を添えて町長に提出し

なければならない。 
（１）住民票謄本 
（２）雇用証明書 
（３）定住誓約書（別記様式第２号） 
（４）U ターン者においては、転入前の市町村の市町村税等の納税が確認できる書類 
（５）その他町長が必要と認める書類 

（助成金の交付決定及び通知） 
第７条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、助成金の交付の

可否を決定し、交付決定・却下通知書（別記様式第３号）により申請者に通知する。 
（助成金の交付） 
第８条 町長は、前条の決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 
（助成金の返還） 
第９条 町長は、助成金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、



当該助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを

減額し、又は免除することができる。 
（１）虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 
（２）申請後に同一世帯員のいずれかが、第３条第２項第４号に該当することが判明

したとき。 
（３）助成金の交付を受けた者が、町外に転出したとき。 

２ 町長は、前項の規定により取り消し又は返還を命ずるときは、交付決定取消通知書

（別記様式第４号）により交付決定者に通知する。 
３ 第１項の規定により助成金の返還を命じる金額は、同項第１号又は第２号に該当す

る場合は全額を、第３号に該当する場合は別表３に掲げるとおりとする。 
（委任） 
第 10 条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が

別に定める。 

 
附 則 

１ この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
２ この要綱は、令和８年３月 31 日をもって失効する。 

附 則（令和 4 年 1 月 26 日告示第 5 号） 
１ この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 
２ 令和 3 年度に限り、別表 1 中「上半期の申請期限は、上半期の基準日の属する月の

末日まで」を「上半期の申請期限は、令和 4 年 3 月 31 日まで」と読み替える。



別表１（第４条関係） 

事業の種類 事業内容等 

奨学金返済

助成金 
（１）事業内容 

町内事業所に就業した際に、返済している奨学金の一部を助成する。 

（２）受給要件 

① 助成を受けようとする期間、次に掲げる奨学金について返済をして

いる者 
ア 日本学生支援機構第１種奨学金 
イ 日本学生支援機構第２種奨学金 
ウ その他町長が認める奨学金 

② 基準日において、本町に住民登録されている者。 
③ 初回の助成金交付申請年度の年度末において満 30 歳以下であれば、

第 3 条第 1 項第 2 号の規定にかかわらず、初回申請年度以降も対象

者とする。 

（３）助成金額 

① 助成対象経費の９割以内とし、限度額は月額１万円とする。 
② 助成金を受けることができる対象期間は、通算して 36 か月間とす

る。 
③ 助成対象経費は、元金相当額とする。ただし、繰上返済分及び滞納

繰越分は、助成対象経費としない。 
④ 助成金は豊頃町商工会共通商品券で交付する。 

（４）申請期限 

① 上半期分の申請は、上半期の基準日の属する月の末日まで 
② 下半期分の申請は、下半期の基準日の属する月の末日まで 

定住促進等

住宅取得補

助金 

（１）事業内容 

町内に就業し、町内に住宅を取得し転居した際の取得費用の一部を補助

する。 

（２）受給要件 

① 新築の場合、居住部分の床面積が 70 平方メートル以上で、かつ、建

築に係る費用（用地取得費を除く）が 700 万円以上であること。 
② 中古住宅の場合、居住部分の床面積が 70 平方メートル以上で、過去

に住居として使用されているものであること。ただし３親等内の親族

から購入する住宅は除く。 

（３）助成金額 

① 新築または中古住宅購入の場合、上限 50 万円（現金 40 万円、豊頃

町商工会共通商品券 10 万円）を補助する。 
② 中古住宅購入の場合の補助金額は、購入価格(用地代金を除く。)を
限度額とする。ただし、町内業者施工によるリフォームを行った場合

はリフォーム費用を含めた額を限度額とする。 



③ 現金及び豊頃町商店会共通商品券の交付割合は、交付上限額の割合

に応じて按分した額とする。 

（４）申請期限 

当該住宅に入居した日から１年以内 

民間賃貸住

宅家賃助成

金 

（１）事業内容 

町内に就業し、町内に転居する際に対象の民間賃貸住宅に居住した場合

に家賃の一部について助成するもの。 

（２）受給要件 

① 本人及び同一世帯員の前年所得の合算額が次の表に定める額を超え

ない者。ただし、前年所得のない学生等であって、前年所得を証明す

る書類がないときは、当該年の給与等所得見込み額が次の表に定める

額を超えない者。 
同居親族及び扶養親族の数 所得の合算額(給与収入額) 

０人 202万円 (300万円) 

１人 237万円 (350万円) 

２人 276万円 (400万円) 

３人以上 316万円 (500万円) 

② 基準日において、本町に住民登録されている者。 
③ 豊頃町民間賃貸住宅家賃助成事業助成金交付要綱による助成金を受

領していない者。 

（３）助成金額 

① 助成金の額は、家賃の月額から 10,000 円(本人及び同一世帯員が住

居手当及びそれに類する助成を受給している場合は、10,000 円とそ

の住居手当等受給月額との合算額とする。)を控除した額の 2 分の

1(その控除した額の 2 分の 1 が 25,000 円を超える場合は 25,000 円)

とする。 
② 助成金を受けることができる対象期間は、通算して 36 月を限度とす

る。 
③ 世帯の変更により、同一世帯にこの要綱の規定による助成金を受け

た者が複数あるときは、そのうち助成金を受けた期間が最も長い期間

の者を基準として、対象期間の限度を適用する。 

（４）申請期限 

① 上半期分の申請は、上半期の基準日の属する月の末日まで 
② 下半期分の申請は、下半期の基準日の属する月の末日まで 

 



別表２（第６条関係） 

事業の種類 添付書類 

奨学金返済助成

金 
（１）奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を確認することがで

きるもの写し 
（２）算定対象期間の奨学金の返済額を確認することができるもの

の写し 
（３）奨学金の全体の返済計画を確認することができるものの写し 

定住促進等住宅

取得補助金 
（１）付近見取図、配置図、各階平面図及び立面図。ただし、中古

住宅を購入する場合にあっては、当該書類の添付を省略すること

ができる。 
（２）契約書の写し 
（３）建物の登記事項証明書の写しまたは建築基準法第 7 条第 5 項

の規定による検査済証の写し 
（４）代表申請者選任届(共有住宅の場合：別記様式第５号) 

民間賃貸住宅家

賃助成金 
（１）民間賃貸住宅家賃助成金計算書(別記様式第６号) 
（２）賃貸借契約書写し 
（３）本人及び同一世帯員の前年所得が確認できる書類(源泉徴収票

の写し、確定申告書の写し又は所得証明書) 
（４）本人及び同一世帯員が住宅手当及びそれに類する助成の受給

状況が確認できる書類 
（５）家賃を支払ったことが確認できる書類 

 
別表３（第９条関係） 

事業の種類 助成金返還額 

奨学金返済助成

金 
最終受給年度の翌年度から起算し 
（１）１年未満の転出    ・・・全額 
（２）１年以上２年未満の転出・・・３分の２ 
（３）２年以上３年未満の転出・・・３分の１ 
（４）３年以上の転出    ・・・なし 

定住促進等住宅

取得補助金 
住宅取得後、 
（１）１年以内のときは、補助金の全額とする。 
（２）１年を超え２年以内のときは、補助金の１０分の９の額とす

る。以降、１年ごとに１０分の１ずつ減額する。 

民間賃貸住宅家

賃助成金 
なし 



別記様式第１号（第６条関係） 

 

助成金交付申請書 

 

年  月  日  

豊頃町長 様 

申請者 住  所 豊頃町          

氏  名              

生年月日      年  月  日 

連 絡 先              

 

  豊頃町おかえり助成金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり申請します。 

記 

１ 交付 申 請 額  金           円 

２ 対象者の区分 
□ U ターン者 

□ 新規学卒者 

３ 助成金の区分 

□ 奨学金返済助成金    （豊頃町商工会共通商品券） 
□ 定住促進等住宅取得補助金（現金及び豊頃町商工会共通商品券） 

□ 民間賃貸住宅家賃助成金 （現金） 

４ 添 付 書 類 

□ 住民票謄本 

□ 雇用証明書 

□ 定住誓約書 

□ 転入前の市町村の市町村税等の納税が確認できる書類 
（U ターン者のみ） 

□ 助成金の区分に応じた書類 

□ その他町長が必要と認める書類 

５ 振 込先口 座 

※現金申請分が 

ある場合のみ 

金融機関名 銀行・信金         店 

口 座 種 別 普通・当座 口座番号  

フ リ ガ ナ  

口座名義人  

５ 同 意 事 項 

申請内容確認のために必要があるときは、住民登録状況等、町

税等の納入状況、他の助成制度の利用状況等について、町の保有

する情報により確認することに同意します。 

          同意者氏名（自署）           



別記様式第２号（第６条関係） 

 

 

定 住 誓 約 書 

 

 

 私は、豊頃町の町民として定住することを誓います。 

 なお、豊頃町おかえり助成金交付要綱第９条第１項各号のいずれかに該当することに

なったときは、同条第３項の規定に基づき助成金の全部又は一部を返還します。 

 

 

     年   月   日 

 

申請者 住 所 豊頃町 

                      氏 名           ㊞ 

                       （氏名欄は自署してください。） 

 

 

 

【説明】 

（助成金の返還） 
第９条 町長は、助成金の交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、

当該助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。ただし、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、これを

減額し、又は免除することができる。 
（１）虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。 
（２）申請後に同一世帯員のいずれかが、第３条第２項第４号に該当することが判明

したとき。 
（３）助成金の交付を受けた者が、町外に転出したとき。 

２ 町長は、前項の規定により取り消し又は返還を命ずるときは、交付決定取消通知書

（別記様式第４号）により交付決定者に通知する。 
３ 第１項の規定により助成金の返還を命じる金額は、同項第１号又は第２号に該当す

る場合は全額を、第３号に該当する場合は別表３に掲げるとおりとする。 



別記様式第３号（第７条関係） 

 

助成金交付決定・却下通知書 

 

 

  年  月  日 

 

 

       様 

 

 

豊頃町長       

 

     年  月  日付けで申請のあった助成金交付申請書について、交付決定・

却下したので、通知します。 

記 

 
１ 助成金決定額 金   円 

 
 
２ 助成金交付日      年  月  日 

 
 
３ 却 下 理 由 
 



別記様式第４号（第９条第２項関係） 

 

 

助成金交付決定取消通知書 

 

 

  年  月  日 

 

 

       様 

 

 

豊頃町長       

 

 

 豊頃町おかえり助成金交付要綱第９条第１項の規定に基づき、次のとおり助成金の交

付決定を取り消し、助成金の返還を命じます。 

記 

 

１ 取り消しの範囲 

 

 

２ 取り消しの理由 

 

 

３ 返還額 

 

 

４ 返還期限 

 

 



 
別記様式第５号 

 

 

 

代表申請者選任届 

 

年  月  日 

 豊頃町長 様 

 

住  所 豊頃町 

氏  名           

電話番号   （   ）     

 

 

 豊頃町おかえり助成金（定住促進等住宅取得補助金）の交付について、下記のとおり

代表申請者を選定したので届け出します。 

記 

代表申請者 

住 所  

氏 名  

新築住宅建設又は中

古住宅購入の契約者

（全員） 

住 所  

氏 名                     ㊞ 

住 所  

氏 名                     ㊞ 

住 所  

氏 名                     ㊞ 

 



別記様式第６号 

 

民間賃貸住宅家賃助成金計算書 

 

補 助 事 業 名 豊頃町おかえり助成金（民間賃貸住宅家賃助成金）  

民 間 

賃 貸 住宅

入 居 者 

氏 名 
（申請者） 

 生 年 月 日 年  月  日 

配 偶 者 名  生 年 月 日 年  月  日 

世 帯 員 数       人 電 話 番 号    －  － 

民

間

賃

貸

住

宅 

所 在 地 豊頃町 

賃

貸

業

者 

住所又は所在地  

名 称 又 は 
氏 名 

 
電 話 

番 号 
－   － 

住 宅 の タ イ プ 
（ Ｌ Ｄ Ｋ ） 
（ 住 戸 面 積 ） 

タイプ（ＬＤＫ） 住戸面積 

 ㎡ 

家  賃  月  額（Ａ）                           円 

実質家賃月額（Ｂ） 円 （共益費、駐車場使用料など直接 
   住宅の賃貸料でないものを除く） 

住居手当等月額（Ｃ）               円 

家賃助成申請の対象期間（Ｄ）   年  月～    年  月（  か月） 

 

 

 

 

申 請 額 

       

                円   ※（Ｄ）×（Ｅ） 

（算出根拠） 

（Ｂ） － （10,000 円＋（Ｃ）） × 1／2 ＝ 

 

月額家賃に対する助成 

 

※ただし、（Ｅ）＞25,000 円の場合は、25,000 円（限度額）とする。   

 

          円（Ｅ） 

（千円未満切り捨て） 



参考様式 

 

 

雇 用 証 明 書 

 

 

豊頃町長 様 

 
次の者が当社の従業員であることを証明します。 

 
 

年  月  日 

 
事業所所在地：豊頃町           

事業所名称：              

代表者氏名：              

 
記 

 

フ リ ガ ナ  

氏 名  

生 年 月 日 年   月   日 

住 所 豊頃町 

雇用年月日 年   月   日 

勤 務 地  

職 務 内 容  

 
 


